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平成22年 3月 31日

社会保障審議会 児童部会

児童虐待防止のための親権の在 り方に関する専門委員会の設置について

設置の趣旨

児童福祉法及び児童虐待防止法に関して、児童虐待の防止等を図るなどの観点から親

権の在 り方についての検討 を行 うため、社会保障審議会児竜部会に 「児童虐待防止の

ための親権の在 り方に関する専門委員会J(以下 「専門委員会」とい うЭ)を設置する。

構成等

(1) 専門委員会の委員 は、別紙の とお りとす る。

(2) 専門委員会 には委員長 を置 く。

(3) 専門委員会は、法務省及び最高裁判所に参加 を求めるほか、特に必要があると

認 めるときは、関係者 を招聘 して意 見の聴取等 を行 う.

検討事項

専門委員会にお ける検討事項は以下の とお りとす るっ

。 施設入所 中等の児童 に係 る親権制限の在 り方について

。 親権者等がいない児童等についての親権行使の在 り方について

・ 接近禁止命令の在 り方について

。 保護者指導に対する裁判所の関与の在 り方について

。 その他

委員会の庶務

専門委員会の庶務は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室にお

いて処理する。




